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長野県栄養士会 

令和３年度 食べるから始めるフレイル予防研修会開催要領 

 
１ 趣旨  

  在宅療養者の低栄養は ADL の低下や疾病予防・治癒に関わる重要な問題であるが、実際に

は、十分に理解されておらず、見過ごされている現状がある。 

  そこで、在宅療養の場で食生活を担っている介護支援専門員や管理栄養士・栄養士などが

一堂に会して栄養管理の大切さを学び、職域連携でそれぞれの立場で高齢者の低栄養を防ぐ

ための活動ができるように研修会を開催する。 

 

２ 主催  公益社団法人 長野県栄養士会  

 

３ 後援  一般社団法人 長野県介護支援専門員協会 

 

４ 対象者 在宅療養者の食生活に関わっている者（介護支援専門員、介護福祉士、管理栄養 

士・栄養士など） 

 

５ 開催方法 

 会場（長野県農協ビルアクティーホール：長野市南長野北石堂町 1177 番地 3）での集合型。 

 講演の講師は東京からのオンライン、介護支援専門員、管理栄養士の講話は会場で行う。 

 

６ 日時 令和４年２月 27 日（日） 12 時 30 分～16 時 30 分 

 

７ 日程 

  12:30～12:40 挨拶 

  12:40～14:10 講演「在宅での栄養管理の必要性について（仮題）」 

          講師 医療法人社団悠翔会 理事長  佐々木 淳先生 

    14:20～15:20 講話１「ケアマネの視点から見た栄養介入の現状」 

          講師 長野県介護支援専門員協会 副会長 仁科隆子氏 

    15:30～16:30 講話２「高齢者の食生活の基本と料理の工夫」 

講師 特別養護老人ホーム 結いの家 管理栄養士 飯島美弥子氏 

 

８ 定員：200 名。申込の先着順とし、定員に達した場合は、電話にて連絡させていただきます。 

 

９ 参加費   無料 

 

10  申込方法 

別紙「研修会申込み」のとおり、QR コード等で読み込んだ Google フォームへの入力、 

またはメール、FAX のいずれかの方法で申し込んでください。 

申込締め切りは、令和４年２月４日（金）です。 

なお、長野県介護支援専門員協会の方は、協会専用の申込用紙にて、お申込み願います。 

 

11 新型コロナウイルス感染症拡大のため、集合型研修会を中止した場合 

  研修会を申込された方には、申込書にご記入頂いた住所に郵送で、集合型に代わる開催方

法等をお知らせいたします。 
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【令和４年２月 27 日 開催】 

令和３年度 食べるから始めるフレイル予防研修会申込み 
 

〆切 令和 4年 1月 31 日（月）厳守 

  

※新型コロナウイルス感染拡大により、集合型研修中止とした判断された場合は、オンラ

イン開催に変更となる可能性があるためメールアドレス登録が必要となります。 

Google フォームまたはメールで、お申し込みください。 

 

■ Google フォームで申込み 

 QR コードをスマートフォン等で読みとる。 

または、URL アドレスから Google フォームにアクセスし、必要事項を入力する。 

 

 Google フォーム URL：  https://forms.gle/qnaeNAbMr6cViTTQ7 

 

 

■メールで申込み 

＜E-mail：nacm@tuba.ocn.ne.jp > 

長野県介護支援専門員協会事務局宛 

メール件名：【食べるから始めるフレイル予防研修会申込み】とし、以下の内容をご報告ください。 

 

①氏名 ②介護支援専門員番号 ③会員・非会員の別 ④勤務先名  

⑤日中必ず連絡可能な電話番号 ⑤メールアドレス（オンライン研修の場合、使用するアドレス） 

 

 

 

＊随時、協会ホームページを更新しています。必ずご確認くださいますようお願いします。 

 

※問い合わせ先  一般社団法人長野県介護支援専門員協会事務局 （平日 10 時～15 時） 

                   TEL 026-268-1366 FAX 026-268-1367  

                 HP・Twitter 随時更新中：http://nacm.jp/wordpress/  

 

注）この申込書に記載された個人情報は、本講座の取りまとめのみに使用することとし、他の目的には使用いたしません。 

https://forms.gle/qnaeNAbMr6cViTTQ7
mailto:nacm@tuba.ocn.ne.jp
http://nacm.jp/wordpress/
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第９号 令和４年１月５日 

長野市消費者被害防止見守りネットワーク情報 

～ 不安を感じたら迷わず電話 ～ 

◆ 長野市消費生活センター 224-5777 

（消費者ホットライン 188） 

◆ 長野中央警察署 244-0110 

◆ 長野南警察署 292-0110 

（警察相談専用電話 ＃9110） 

【発行元】 
 
長野市地域・市民生活部 市民窓口課 
消費生活センター 

〒380-0835 
長野市大字南長野新田町 1485-1 
長野市もんぜんぷら座４階 
電話 026-224-5777 
FAX 026-223-1818 

 

トラブルにあわないために・・・・ 

・勧誘を受けた際は、費用やサービス内容、解約条件などをよく確認し、必要

がないと考えたら、きっぱり断りましょう。 

・光回線をアナログ回線に戻す場合には、現在の契約先事業者（NTT）に問合

せましょう。NTT から「アナログ戻し」を呼びかける営業電話はしていませ

ん。費用や条件は、「局番なし１１６」に問合せてください。 

 

◆ 近所の高齢者の方に「声かけ」「見守り」を日頃から行い、消費者被害の未

然防止と、被害に気づいていない人には、気づかせる機会を設けてください。 

「自分は、大丈夫」と思っているあなた、・・・騙されやすいタイプです。 

 

【 被害のケース 】 
 

  「光回線の契約をアナログ回線に戻せば料金が安くな

る。」と、通信会社を名乗る事業者から勧誘され、「今

は、インターネットを利用していないので解約するに

丁度いい。」と考え、契約をした。 

その後、「高額な手数料や毎月のサポート料金を請求

された。」といった相談が急増しています。 
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